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２　災害共済給付過去５年間の推移

（1）　発生件数と発生率
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度

発生件数
（件）

発生率
（％）

発生件数
（件）

発生率
（％）

発生件数
（件）

発生率
（％）

発生件数
（件）

発生率
（％）

発生件数
（件）

発生率
（％）

総 数 1,030,882 6.22 991,013 6.02 959,714 5.87 746,913 4.61 838,886 5.23 

小 学 校 352,425 5.49 344,087 5.36 333,137 5.23 263,385 4.17 294,738 4.72 

中 学 校 342,919 10.28 318,734 9.78 303,550 9.39 221,705 6.86 251,865 7.74 

高 等 学 校 等 265,571 7.59 255,630 7.38 249,741 7.33 189,951 5.69 210,547 6.42 

高等専門学校 2,409 4.21 2,248 3.94 2,130 3.76 1,106 1.96 1,760 3.12 

幼 稚 園 18,107 1.78 17,323 1.79 16,417 1.79 14,707 1.71 16,432 2.04 

幼 保 連 携 型 
認定こども園 9,240 2.14 11,714 2.29 13,751 2.35 15,164 2.38 18,177 2.71 

保 育 所 等 40,211 2.22 41,277 2.30 40,988 2.30 40,895 2.32 45,367 2.60 

※発生率＝負傷・疾病の発生件数÷加入者（除要保護）×100（％）

（２）　負傷と疾病の発生件数
 （件）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度

負傷 疾病 負傷 疾病 負傷 疾病 負傷 疾病 負傷 疾病

総 数 946,052 84,830 908,584 82,429 881,141 78,573 689,218 57,695 776,519 62,367 

小 学 校 332,113 20,312 323,962 20,125 313,226 19,911 247,773 15,612 277,463 17,275 

中 学 校 313,034 29,885 290,723 28,011 277,552 25,998 204,048 17,657 233,253 18,612 

高 等 学 校 等 237,094 28,477 227,632 27,998 223,558 26,183 172,123 17,828 191,606 18,941 

高等専門学校 2,187 222 2,083 165 1,964 166 1,024 82 1,641 119 

幼 稚 園 16,726 1,381 16,019 1,304 15,199 1,218 13,557 1,150 15,144 1,288 

幼 保 連 携 型 
認定こども園 8,395 845 10,696 1,018 12,464 1,287 13,747 1,417 16,460 1,717 

保 育 所 等 36,503 3,708 37,469 3,808 37,178 3,810 36,946 3,949 40,952 4,415 
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（3）　死亡の発生件数の推移
学校の管理下における死亡について、過去5年間の推移状況は下表のとおりである。

なお、供花料とは、死亡事故において、対自動車事故など第三者から本センターの死亡見舞

金を上回る損害賠償が支払われたために、死亡見舞金を給付しなかったものに支給されるもの

である。
 （件）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度

死亡 供花料 死亡 供花料 死亡 供花料 死亡 供花料 死亡 供花料

総 数 57 24 74 10 56 15 44 18 42 16 

小 学 校 10 8 13 3 11 5 4 2 8 2 

中 学 校 16 4 27 1 20 3 10 2 16 5 

高 等 学 校 等 27 11 28 6 23 5 26 12 14 7 

高等専門学校 1 0 1 0 0 0 1 0 4 1 

幼 稚 園 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

幼 保 連 携 型 
認定こども園 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

保 育 所 等 2 1 4 0 2 2 2 1 0 0 

 ※給付した校種の件数である。

（4）　障害の発生件数の推移
学校の管理下における障害について、過去5年間の推移状況は下表のとおりである。「治ゆ

時」の欄は、傷病が治ゆし、障害の状態となったときに在籍した学校種別ごとの件数であり、

「原傷病発生時」は、障害を残すものとなった傷病が発生したときに在籍した学校種別ごとの

件数である。
 （件）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度

治ゆ時 原傷病 
発生時 治ゆ時 原傷病 

発生時 治ゆ時 原傷病 
発生時 治ゆ時 原傷病 

発生時 治ゆ時 原傷病 
発生時

総 数 398 398 403 403 363 363 393 393 321 321 

小 学 校 51 93 71 96 60 100 48 77 51 85 

中 学 校 98 124 88 124 68 94 97 139 65 89 

高 等 学 校 等 233 163 229 160 226 157 239 165 192 130 

高等専門学校 6 4 4 2 1 1 1 1 0 0 

幼 稚 園 3 5 7 11 3 4 1 3 0 1 

幼 保 連 携 型 
認定こども園 2 0 1 1 2 2 0 1 3 2 

保 育 所 等 5 9 3 9 3 5 7 7 10 14 
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３　死亡見舞金の給付対象となる災害の範囲
対象となる災害の範囲

死　　亡
学校の管理下において発生した事例に起因する死亡及び学校給食等による中毒・熱中
症等所定の疾病に直接起因する死亡

４　障害見舞金の等級別障害程度一覧
JSCが障害見舞金を支給する障害は、児童生徒等の負傷又は疾病が治った場合において存す

る障害のうち、下表に掲げる障害である。

なお、歯牙障害については、JSCの認定基準において若干緩和した運用をしており、前歯の

場合は3本以上でなく2本の欠損でもその歯牙欠損の補綴
てつ

を行うための両側の歯牙についても

歯科補綴を行ったものの歯数に算入することにしている。

等級 障害

第一級

1　両眼が失明したもの
2　咀

そ

嚼
しゃく

及び言語の機能を廃したもの
3　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5　両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6　両上肢の用を全廃したもの
7　両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8　両下肢の用を全廃したもの

第二級

1　一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2　両眼の視力が0.02以下になったもの 
3　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
4　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
5　両上肢を手関節以上で失ったもの 
6　両下肢を足関節以上で失ったもの

第三級

1　一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 
2　咀嚼又は言語の機能を廃したもの 
3 　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができない

もの 
4　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5　両手の手指の全部を失ったもの

第四級

1　両眼の視力が0.06以下になったもの 
2　咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3　両耳の聴力を全く失ったもの 
4　一上肢をひじ関節以上で失ったもの
5　一下肢をひざ関節以上で失ったもの
6　両手の手指の全部の用を廃したもの
7　両足をリスフラン関節以上で失ったもの
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第五級

1　一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服す

ることができないもの
3 　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服すること

ができないもの 
4　一上肢を手関節以上で失ったもの
5　一下肢を足関節以上で失ったもの
6　一上肢の用を全廃したもの
7　一下肢の用を全廃したもの
8　両足の足指の全部を失ったもの

第六級

1　両眼の視力が0.1以下になったもの
2　咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3　両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 　一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話

声を解することができない程度になったもの
5　脊

せき

柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6　一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7　一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8　一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの

第七級

1　一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 　両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができな

い程度になったもの 
3 　一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解

することができない程度になったもの 
4 　神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することがで

きないもの 
5 　胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない

もの 
6　一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの 
7　一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 
8　一足をリスフラン関節以上で失ったもの 
9　一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 
10　一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 
11　両足の足指の全部の用を廃したもの 
12　外貌

ぼう

に著しい醜状を残すもの 
13　両側の睾

こう

丸を失ったもの

第八級

1　一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 
2　脊柱に運動障害を残すもの 
3　一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの 
4　一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 
5　一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 
6　一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 
7　一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 
8　一上肢に偽関節を残すもの 
9　一下肢に偽関節を残すもの 
10　一足の足指の全部を失ったもの
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第九級

1　両眼の視力が0.6以下になったもの 
2　一眼の視力が0.06以下になったもの 
3　両眼に半盲症、視野狭窄

さく

又は視野変状を残すもの 
4　両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 
5　鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 
6　咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 
7 　両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度

になったもの 
8 　一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の

聴力が1メートル 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になっ
たもの 

9　一耳の聴力を全く失ったもの 
10 　神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に

制限されるもの
11 　胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限さ

れるもの 
12　一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの 
13　一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 
14　一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 
15　一足の足指の全部の用を廃したもの 
16　外貌に相当程度の醜状を残すもの
17　生殖器に著しい障害を残すもの

第十級

1　一眼の視力が0.1以下になったもの 
2　正面視で複視を残すもの 
3　咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 
4　十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 
5 　両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程

度になったもの 
6　一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 
7　一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 
8　一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 
9　一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 
10　一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 
11　一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第十一級

1　両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 
2　両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 
3　一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 
4　十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 
5 　両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になっ

たもの 
6 　一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができな

い程度になったもの 
7　脊柱に変形を残すもの 
8　一手の示指、中指又は環指を失ったもの 
9　一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 
10　胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
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第十二級

1　一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 
2　一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 
3　七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 
4　一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 
5　鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 
6　一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 
7　一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 
8　長管骨に変形を残すもの 
9　一手の小指を失ったもの 
10　一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 
11 　一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第

三の足指以下の三の足指を失ったもの 
12　一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 
13　局部に頑固な神経症状を残すもの 
14　外貌に醜状を残すもの

第十三級

1　一眼の視力が0.6以下になったもの 
2　一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 
3　正面視以外で複視を残すもの 
4　両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 
5　五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 
6　胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 
7　一手の小指の用を廃したもの 
8　一手の母指の指骨の一部を失ったもの 
9　一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 
10　一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 
11 　一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したも

の又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

第十四級

1　一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 
2　三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 
3 　一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になっ

たもの 
4　上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 
5　下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 
6　一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 
7　一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 
8　一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 
9　局部に神経症状を残すもの

備 考 
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する 。 
二 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。 
三 手指の用を廃したものとは、手指の末関節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節（母指にあっ
ては指節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。 
四 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。 
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中
足指節関節若しくは近位指節間関節（第一の足指にあっては指節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。 
六 各等級の障害に該当しない障害であって、各等級の障害に相当するものは、当該等級の障害とする 。




